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リヴシティ日暮里管理規約

リヴシティ日暮里の各専有部分を所有する区分所有者(以下「区分所有者」という)は

「建物の区分所有等に関する法律」法律第30条、(以下「区分所有法」という) に基づき、

次の通り、「リヴシティ日暮里」管理規約(以下「規約」という)を定める。

(目的)
第1条

(定義)
第2条

第1章 総則

この規約は、リヴシティ日暮里(以下「本マンション」という)の管理、又は使用に
関する事項等について定めるところにより、区分所有者の共同の利益を増進し、

良好な住環境を確保することを目的とする。

この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1)区分所有権 区分所有法第2条1項の区分所有権をいう。

(2) 区分所有者 区分所有法第2条2項の区分所有者をいう。

(3)占有者 区分所有法第6条3項の占有者をいう。

(4)専有部分

(5) 共用部分

(6) 敷地
(7) 共用部分等

(8) 専用使用権

区分所有法第2条3項の専有部分をいう。
区分所有法第2条4項の共用部分をいう。

区分所有法第2条5項の建物の敷地をいう。

共用部分及び附属施設をいう。

建物の敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分

所有者が排他的に使用できる権利をいう。

専用使用権の対象となっている敷地、及び共用部分等の部(9) 専用使用部分

分等の部分をいう。

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持する為、この規約及び使用細則を誠実に遵

守しなければならない。

2この規約の他、総会の決議事項を誠実に遵守しなければならない。

3区分所有者は、同居する者に対して規約及び使用細則等に定める事項を遵守させ

なければならない。

(対象物件の範囲)

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表1・2に記載された敷地、建物及び附属

施設(以下「対象物件」という)とする。

(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても

その効力を有する。

2占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に

基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)

第6条 区分所有者は、区分所有法第3条前段に基づき、この規約の第1条に定める目的を

達成する為、区分所有者全員をもってリヴシティ日暮里管理組合(以下「管

理組合」という)を構成する。
2管理組合は、事務所を本マンション内に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

第2章 専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)

第7条 対象物件のうち、区分所有権の対象となる専有部分は住戸番号を付した住戸とする。
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2 本マンションにおいて専有部分の範囲は次の通りとする。
(1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

(2) 玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。
(3) 外部廊下又はバルコニーに設置されている給湯器。

(4) 上記(3) 以外で設備機能が特定住戸専用に使用されている設備。
(5) 配線、配管、ダクト、パイプシャフト等の設備のうち、共用配管(配線)から分岐し、
特定住戸専用に使用される部分。

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表2に掲げる通りとする。

(共有)

第3章 敷地及び共用部分等の共有

第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
(共有持分)

第10条 各区分所有者の共有持分は、別表4に掲げる通りとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)

第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。

2区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵

当権の設定等の処分をしてはならない。

(専有部分の用途)

第4章 用 法

第12条 区分所有者は、その専有部分については、専ら住宅として使用するものとし、他の用
途に供してはならない。

(自車
第

(敷

2区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む
同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

(專

(建物の敷地及び共用部分等の用法)

第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って、使用しな

ければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第14条 区分所有者は、別表3-1に掲げるバルコニー、室外機置場、玄関扉、窓枠、窓ガ

ラス、網戸、面格子、メールボックス等(以下この条、第23条第1項及び別表3-1に

おいて「バルコニー等」という)について、同表に掲げる通り、専用使用権を有するこ

とを承認する。

2 専用使用権を有している者は、別表3-1に定めるところにより、管理組合に専用使

用料を納入しなければならない。

3区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有

しているバルコニー等を使用することができる。

(駐車場の使用)

第15条 対象外とします

(バイク置場の使用)
第16条 管理組合は入居者の需要により適宜設置予定のバイク置場について、管理組合が

承認した特定の区分所有者・占有者及び第三者に対し、バイク置場使用契約により、

使用させることができる。
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2 前項によりバイク置場を使用している者は、別表3-2に定めるところにより、管理組

合にバイク置場使用料を納入しなければならない。

尚、会計初年度の当初においてバイク置場を使用している者は、バイク置場使用契

約書の取り交わしの有無にかかわらず、管理費起算日からのバイク置場使用料を納

入しなければならない。(第三者の場合は契約書による)

3区分所有者・占有者及び第三者は当該バイク置場を他の区分所有者・占有者及び

第三者に転貸したときはそのバイク置場使用契約は効力を失う。

4 前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるときは、当該同居人

は当該バイク置場を使用することができる。

(自転車置場の使用)

第17条 管理組合は、自転車置場について、使用申込みのあった特定の区分所有者・占有

者及び第三者に対し、自転車置場使用承諾書により使用させることができる。
2前項により、自転車置場を使用している者は、別表3-2の定めるところにより、管理

組合に自転車置場使用料を納入しなければならない。

3区分所有者・占有者及び第三者がその自転車置場を、他の区分所有者・占有者及

び第三者に貸与した時は、その自転車置き場使用承諾書は効力を失う。

(敷地及び共用部分等の第三者の使用)

第18条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げ

る者に無償にて使用させることができる。

(1) 管理事務室、その他対象物件の管理の執行上必要な施設
管理を受託し、又は請け負った者。

(2) 電気設備、電話設備、ガス管・給排水等の設置場所
東京電力株式会社等の各公共事業者。

2 前項に掲げるものの他、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐

車場・自転車置場及び専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させる

ことができる。

(専有部分の修繕等)
第19条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件

の取付若しくは取替(以下「修繕等」という)を行おうとする時は、予め理事長(第41

条に定める理事長をいう。以下同じ)にその旨を申請し、書面による承認を受けなけ

ればならない。

2前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請

書を理事長に提出しなければならない。

3理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとする時、又は不承認とす

る時は、理事会(第54条に定める理事会をいう。以下同じ)の決議を経なければなら

ない。

4

(使用細則)

第20条

第1項の承認があった時は、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。

5理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等

の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において区分所有者は
正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

対象物件の使用については、使用細則並びに住宅等の模様替え及び修繕等に関

する細則、駐車場使用細則、バイク置場使用細則、自転車置場使用細則、動物飼
育細則、宅配ボックス使用細則等を定めるものとする。

(専有部分の貸与)
第21条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約及び使用細則

等に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与にかかわる契約にこの規約及び使
用細則等に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの

規約及び使用細則等に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させな

ければならない。
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第5章 管理

第1節 総則

(区分所有者の責務)

第22条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図る為、常に
適正な管理を行うよう務めなければならない。

2. 前項にいう管理の実行を充実させる為、区分所有者は、その専有部分を譲渡又は貸
与する時は、共同生活環境が侵害される恐れのある者及び暴力団構成員、これらに
準ずる者(以下「暴力団構成員」という)、又は暴力団関係者等に譲渡又は貸与して
はならない。

3 区分所有者は、自ら暴力団構成員となり、又はその専有部分を暴力団事務所として
使用してはならない。

4区分所有者は、その専有部分に暴力団構成員又は暴力団関係者等を住居させ、又
は出入りさせてはならない。

(敷地及び共用部分等の管理)
第23条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれ

を行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについて
は、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分
の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

(窓ガラス等の改良)

第24条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部にかかわ
る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅性能の向上等に資するものに
ついては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するこ
とができるものとする。

2管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所
有者の責任と負担において外観を著しく変更しない範囲において実施することがで
きるものとする。

3 前項の場合は、第19条の規定に準ずる。
(必要箇所への立入)
第25条

(損害保険)

第23条により管理を行うものは、管理を行う為に必要な範囲内において他の者が
管理する専有部分又は専用使用部分への立入を請求することができる。

2 前項により立入を請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならな

3

4

い。

前項の場合において、正当な理由なく立入を拒否した者は、その結果生じた損害を
賠償しなければならない。

立入をした者は、速やかに立入をした箇所を原状に復さなければならない。

第26条 区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約
を締結することを承認する。

(管理費等)
第27条

2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について区分所有者を
代理する。

第2節 費用の負担

区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる為、次の費用
(以下「管理費等」という)を管理組合に納入しなければならない。
(1)管理費

(2)管理準備金
(3)修繕積立金
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